
区議会だよりへのご意見、ご感想、
ご要望などありましたら、
今後の参考にさせていただきますので、
郵送・電話・ＦＡＸ・Ｅメールなどで
お気軽に区議会事務局まで
ご連絡ください。

〒１６４－８５０１　中野区中野４―11―1９
　　　　  電　　話　０３―３２２８―５５８５
　　　　  Ｆ　Ａ　Ｘ　０３―３２２８―５６９３
　　　　  Ｅメール　kugikaijimu@city.tokyo-nakano.lg.jp

（　）8

可
決
し
た

議

案

第２回
定例会

（
３
面
か
ら
続
く
）

●
も
み
じ
山
文
化
セ
ン
タ
ー
本

館
舞
台
照
明
設
備
改
修
工
事

請
負
契
約

　
も
み
じ
山
文
化
セ
ン
タ
ー
本

館
舞
台
照
明
設
備
改
修
工
事
に

係
る
請
負
契
約
を
締
結
す
る
に

当
た
り
、
議
決
を
し
た
も
の
で

す
。
契
約
の
方
法
は
、
随
意
契

約
、
契
約
の
金
額
は
、
２
億
１

３
０
万
円
で
す
。

●
も
み
じ
山
文
化
セ
ン
タ
ー
本

館
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
改
修
工
事

請
負
契
約

　
も
み
じ
山
文
化
セ
ン
タ
ー
本

館
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
改
修
工
事
に

係
る
請
負
契
約
を
締
結
す
る
に

当
た
り
、
議
決
を
し
た
も
の
で

す
。
契
約
の
方
法
は
、
随
意
契

約
、
契
約
の
金
額
は
、
２
億
７

３
９
０
万
円
で
す
。

●
中
野
駅
新
北
口
歩
行
者
通
路

整
備
工
事
委
託
契
約

　
中
野
駅
新
北
口
歩
行
者
通
路

整
備
工
事
に
係
る
委
託
契
約
を

締
結
す
る
に
当
た
り
、
議
決
を

し
た
も
の
で
す
。
契
約
の
方
法

は
、
随
意
契
約
、
契
約
の
金
額

は
、
限
度
額
で
、
２９
億
６
６
３

０
万
４
千
円
で
す
。

議
員
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

●
意
見
書
（
４
件
）

（
内
容
は
次
項
に
掲
載
）

●
決
議
（
１
件
）

　
前
教
育
委
員
会
教
育
長
（
入

野
貴
美
子
氏
）
に
対
す
る
感
謝

状
贈
呈
に
関
し
て
決
議
し
た
も

の
で
す
。

●
議
員
の
派
遣
に
つ
い
て

　
第
６２
回
東
京
河
川
改
修
促
進

連
盟
総
会
及
び
促
進
大
会
に
議

員
を
派
遣
す
る
も
の
で
す
。

可
決
し
た

意
見
書

第２回
定例会

◆
地
方
自
治
法
改
正
に
関
し
地

方
自
治
の
本
旨
を
守
る
よ
う

求
め
る
意
見
書

　
第
２
１
３
回
国
会
に
お
い
て

審
議
さ
れ
た
「
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
は
、

大
規
模
災
害
や
感
染
症
な
ど
の

国
民
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
事
態
に
お
い
て
、
国
か

ら
自
治
体
へ
の
補
充
的
指
示
を

は
じ
め
と
し
た
特
例
を
規
定
す

る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
個
別

法
の
規
定
が
な
く
と
も
、
自
治

体
に
対
し
て
法
的
義
務
を
持
っ

た
指
示
を
可
能
と
す
る
内
容
で

あ
る
。

　
補
充
的
指
示
権
を
含
む
第
１４

章
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
東
日

本
大
震
災
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
経
験
を
踏
ま
え
、
さ
ら

に
苛か

烈れ
つ

な
事
態
に
対
す
る
的
確

に
対
処
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の

必
要
性
は
理
解
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
国
と
自
治
体
と
の

関
係
の
特
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
使
す

る
こ
と
、
あ
ら
か
じ
め
適
切
な

状
況
把
握
や
講
ず
べ
き
措
置
の

検
討
の
た
め
に
自
治
体
に
意
見

等
を
求
め
る
な
ど
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
点
は
、
自
治
体
に
対
し
一

定
の
配
慮
が
さ
れ
た
と
評
価
す

る
。

　
一
方
で
、
平
成
１２
年
の
地
方

分
権
一
括
法
に
よ
っ
て
、「
対

等
・
協
力
」
と
な
っ
た
国
と
地

方
の
関
係
が
損
な
わ
れ
る
、
要

件
や
範
囲
が
法
案
上
必
ず
し
も

明
記
さ
れ
て
い
な
い
、
自
治
体

へ
の
事
前
意
見
聴
取
が
努
力
義

務
と
な
っ
て
い
る
、
な
ど
の
課

題
は
未
だ
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら

は
地
方
分
権
の
後
退
に
つ
な
が

り
か
ね
な
い
。

　
加
え
て
、
衆
議
院
で
の
修
正

で
国
会
へ
の
事
後
報
告
が
盛
り

込
ま
れ
た
も
の
の
、
国
会
の
事

前
関
与
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

閣
議
決
定
の
み
で
発
動
可
能
と

な
る
こ
と
か
ら
、
時
の
内
閣
の

恣し

意い

的
な
判
断
で
自
治
体
に
指

示
を
行
う
余
地
を
残
す
も
の
で

あ
り
、
乱
用
が
懸
念
さ
れ
る
。

　
よ
っ
て
、
中
野
区
議
会
は
、

国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
補
充

的
指
示
権
の
行
使
な
ど
第
１４
章

の
規
定
は
、
目
的
達
成
の
た
め

の
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
と
す

る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
の
本

旨
に
反
し
安
易
に
行
使
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
旨
が
確
実
に
担
保

さ
れ
る
よ
う
、
自
治
体
と
の
事

前
協
議
・
調
整
を
行
う
運
用
の

明
確
化
な
ど
が
図
ら
れ
る
よ
う

求
め
る
。

〈
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、

内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
地
方

創
生
）
あ
て
〉

◆
聴
覚
補
助
機
器
等
の
積
極
的

な
活
用
へ
の
支
援
を
求
め
る

意
見
書

　
今
日
、
社
会
の
高
齢
化
に
比

例
し
て
、
難
聴
の
方
も
年
々
増

加
し
て
い
る
。
難
聴
は
認
知
症

の
危
険
因
子
の
一
つ
と
言
わ
れ

て
お
り
、
ま
た
難
聴
に
な
る
と
、

人
や
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
避
け
が
ち
に
な
り
、

そ
の
後
社
会
的
に
孤
立
す
る
可

能
性
も
懸
念
さ
れ
る
。

　
こ
の
難
聴
対
策
と
し
て
補
聴

器
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般

的
に
「
補
聴
器
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
も
の
は
、
収
集
し
た
音
を

増
幅
し
て
外
耳
道
に
送
る
「
気

導
補
聴
器
」
で
あ
る
。
一
方
で

様
々
な
原
因
で
外
耳
道
が
閉
鎖

し
て
い
る
方
に
は
、
骨
導
聴
力

を
活
用
す
る
「
骨
導
補
聴
器
」

が
用
い
ら
れ
て
き
た
。

　
近
年
、
こ
れ
ら
の
２
種
類
の

補
聴
器
に
加
え
て
、
耳
の
軟
骨

を
振
動
さ
せ
て
音
を
伝
え
る

「
軟
骨
伝
導
」
等
の
新
し
い
技

術
を
用
い
た
イ
ヤ
ホ
ン
が
開
発

さ
れ
た
。
こ
の
聴
覚
補
助
機
器

は
、
従
来
の
気
導
・
骨
導
補
聴

器
で
は
十
分
な
補
聴
効
果
が
得

ら
れ
な
い
方
や
、
装
用
そ
の
も

の
が
難
し
い
方
に
対
し
て
の
新

た
な
選
択
肢
と
な
っ
た
。

　
こ
の
様
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
難

聴
者
に
適
用
出
来
る
聴
覚
補
助

機
器
等
の
選
択
肢
が
整
っ
た
今
、

中
野
区
議
会
は
、
政
府
及
び
東

京
都
に
対
し
て
、
我
が
国
の
更

な
る
高
齢
化
の
進
展
を
踏
ま
え

て
、
認
知
症
の
予
防
と
共
に
、

高
齢
者
の
積
極
的
な
社
会
参
画

を
実
現
す
る
た
め
に
、
次
の
通

り
聴
覚
補
助
機
器
等
の
積
極
的

な
活
用
を
促
進
す
る
取
り
組
み

を
強
く
求
め
る
。

１　
難
聴
に
悩
む
高
齢
者
が
、

医
師
や
専
門
家
の
助
言
の
も
と

で
、
自
分
に
合
っ
た
聴
覚
補
助

機
器
等
を
積
極
的
に
活
用
す
る

環
境
を
整
え
る
こ
と
。

２　
耳
が
聞
こ
え
に
く
い
高
齢

者
や
難
聴
者
と
円
滑
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
る
社
会

の
構
築
を
目
指
し
、
行
政
等
の

公
的
窓
口
な
ど
に
、
合
理
的
配

慮
の
一
環
と
し
て
聴
覚
補
助
機

器
等
の
配
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

３　
地
域
の
社
会
福
祉
協
議
会

や
福
祉
施
設
と
の
連
携
の
も
と
、

聴
覚
補
助
機
器
等
を
必
要
と
す

る
人
々
へ
の
情
報
提
供
の
機
会

や
場
の
創
設
等
、
聴
覚
補
助
機

器
等
を
普
及
さ
せ
る
社
会
環
境

を
整
え
る
こ
と
。

〈
総
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
・
共
生

社
会
担
当
、東
京
都
知
事
あ
て
〉

◆
地
域
に
お
け
る
「
こ
ど
も
誰

で
も
通
園
制
度
」
の
制
度
拡

充
等
を
求
め
る
意
見
書

　
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」

は
、
子
育
て
家
庭
の
多
く
が

「
孤
立
し
た
育
児
」
の
中
で
不

安
や
悩
み
を
抱
え
て
お
り
、
支

援
の
強
化
を
求
め
る
意
見
が
あ

る
中
、
全
て
の
こ
ど
も
の
育
ち

を
応
援
し
、
こ
ど
も
の
良
質
な

成
育
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、
全
て
の
子
育
て
家
庭
に
向

け
て
、
多
様
な
働
き
方
や
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
に
か
か
わ
ら
な
い

形
で
の
支
援
を
強
化
す
る
た
め
、

月
一
定
時
間
ま
で
の
利
用
可
能

枠
の
中
で
、
就
労
要
件
を
問
わ

ず
時
間
単
位
等
で
柔
軟
に
利
用

で
き
る
新
た
な
通
園
給
付
制
度

で
あ
る
。

　
具
体
的
な
制
度
設
計
に
当
た

っ
て
は
、
基
盤
整
備
を
進
め
つ

つ
、
地
域
に
お
け
る
提
供
体
制

の
状
況
も
見
極
め
な
が
ら
、
令

和
７
年
度
に
は
法
制
度
化
し
、

令
和
８
年
度
に
は
法
律
に
基
づ

く
新
た
な
給
付
制
度
と
し
て
全

自
治
体
で
実
施
す
べ
く
、
令
和

５
年
度
か
ら
各
地
で
試
行
的
な

事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
速

や
か
な
制
度
の
導
入
に
加
え
、

育
児
と
多
様
な
働
き
方
や
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
両
立
の
推
進
の

た
め
に
、
中
野
区
議
会
は
、
政

府
に
対
し
て
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
特
段
の
取
り
組
み
を
求
め

る
。

１　
自
治
体
に
よ
っ
て
一
人
当

た
り
の
利
用
時
間
の
上
限
を
増

や
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

　
試
行
的
事
業
で
は
、
補
助
基

準
上
の
一
人
当
た
り
利
用
時
間

の
上
限
は
１０
時
間
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
お

け
る
乳
幼
児
数
や
地
理
的
特
性

に
よ
っ
て
、
利
用
時
間
の
ニ
ー

ズ
に
バ
ラ
つ
き
が
生
じ
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
、

全
国
の
市
町
村
で
実
施
す
る
給

付
制
度
と
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
な
が
ら
、
自
治
体
に
よ
っ
て

地
域
差
が
生
じ
る
こ
と
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、

と
い
っ
た
論
点
も
含
め
、
利
用

時
間
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
。

２　
障
害
児
や
医
療
的
ケ
ア
児

を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と

　
障
害
児
や
医
療
的
ケ
ア
児
と

そ
の
家
族
を
支
援
す
る
観
点
や

保
護
者
の
事
情
に
よ
り
通
園
が

で
き
な
い
乳
幼
児
に
つ
い
て
も

家
庭
と
は
異
な
る
経
験
や
家
族

以
外
と
関
わ
る
機
会
を
創
出
す

る
観
点
か
ら
、
こ
ど
も
誰
で
も

通
園
制
度
に
お
い
て
も
障
害
児

や
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
け
入
れ

を
認
め
る
こ
と
。

３　
重
層
的
な
見
守
り
機
能
が

発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
設
計

と
す
る
こ
と

　
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
を

地
域
資
源
の
一
つ
と
し
て
整
備

し
、
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

と
合
わ
せ
て
、
地
域
に
多
様
な

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
整
え
、

潜
在
的
待
機
児
童
の
解
消
も
視

野
に
入
れ
た
重
層
的
な
見
守
り

機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
制

度
設
計
と
す
る
こ
と
。

〈
財
務
大
臣
、
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣
（
こ
ど
も
政
策
・
少
子

化
対
策
担
当
）
あ
て
〉

◆
教
員
の
残
業
代
を
適
切
に
支

給
す
る
よ
う
教
員
給
与
特
別

措
置
法
の
改
正
を
求
め
る
意

見
書

　
教
員
の
長
時
間
労
働
は
深
刻

な
状
況
が
続
い
て
い
る
。
昨
年

４
月
に
国
が
公
表
し
た
教
員
勤

務
実
態
調
査
で
は
、
持
ち
帰
り

業
務
も
含
む
平
日
の
勤
務
時
間

は
、
公
立
小
学
校
教
諭
で
１１
時

間
２３
分
、
同
中
学
校
教
諭
で
１１

時
間
３３
分
と
な
っ
て
い
る
。
長

時
間
労
働
な
ど
が
原
因
で
、
学

級
担
任
も
見
つ
か
ら
な
い
な
ど

の
「
教
員
不
足
」
が
広
が
っ
て

い
る
。

　
こ
の
教
員
不
足
に
は
、
１
９

７
１
年
に
公
立
学
校
の
教
員
に

残
業
代
を
支
給
せ
ず
、
そ
の
代

わ
り
と
し
て
給
与
額
の
４
％
を

新
た
に
支
給
す
る
な
ど
を
規
定

す
る
教
員
給
与
特
別
措
置
法

（
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等

の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
）
を
成
立
さ
せ

た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
残
業

代
が
な
け
れ
ば
労
働
時
間
に
無

頓
着
に
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ

り
、「
定
額
働
か
せ
放
題
」
と

令和６年（２０２４年）８月２日第２８１号

（
次
頁
へ
続
く
）


